
 

 

 

 

第５回   （ 令和８年３月 ） 

 

 

宮 津 市 教 育 委 員 会 

 

定 例 会 議 事 録  
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第５回（令和８年３月）宮津市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   令和８年３月 26 日（木）午前９時 00 分～  

場  所   宮津市福祉・教育総合プラザ  応接会議室  

 出席者   山本雅弘  伊藤 正  田崎浩二  尾﨑里花子  藤井陽子  林 亘浩  

 事務局   永濱教育次長  河合学校教育課長  吉岡社会教育課長  河森文化財保護担当課長  

大見総括指導主事  森本学校教育課参事  井上学校教育課参事  細見（剛）指導

主事  細見（慎）指導主事  小牧学校教育係長  

 （傍聴者なし）  

１  開  会  

２  前回会議録の承認  

３  会議録署名委員の指名   

４  会期の決定  

５  教育長報告  

６  議  事  

議第 11 号  宮津市学校給食費徴収条例施行規則の一部改正について  

議第 12 号  宮津市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部改正につ

いて  

議第 13 号  宮津市立学校使用料条例施行規則の一部改正について  

議第 14 号  宮津市文化財保護審議会委員の委嘱について  

議第 15 号  宮津市教育委員会事務局及び教育機関職員の任免について  

議第 16 号  令和８年度宮津市教育の重点について  

議第 17 号  宮津市学力向上プランについて  

議第 18 号  宮津市立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針について  

７  報  告  

  報告第１号  専決処分の報告について  

報告第２号  専決処分の承認を求めることについて  

８  その他  

(1) ４月の主な日程（教育委員会関係分）について  

９  閉  会  

  



－開会： 9:00－ 

 

山本教育長 只今から、令和８年第５回宮津市教育委員会定例会を開会し、た  

だちに本日の会議を開きます。  

 

それでは、次第に沿って会議を進行します。  

■次第２「前回会議録の承認」  

 各委員よろしければ、尾﨑委員と伊藤教育長職務代理にお世話

になります。 

■次第３「会議録署名委員の指名」  

 会議規則第 18 条第 2 項の規定により、教育長において藤井委

員と尾﨑委員を指名しますので、よろしくお願いします。  

■次第４「会期の決定｣ 

本日の定例会の会期は、１日としたいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

 

出席委員 

 

 異議なし 

 

山本教育長 

 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日間と決定いた

します。 

 

山本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

 

 

 

 

■次第５「教育長の報告」 

【報告事項】 

１ 令和７年度を振り返って  

(1)市立幼稚園、小・中学校の状況について  

 ○先生方に協力いただき、大きな事故もなく子ども達が学校生

活を送ることができ、また、各幼稚園、小中学校は修了式を迎

えられて良かったと思います。  

 ○中学生の進路状況ですが、宮津中は卒業生 79 人全員が進学

です。進学は公立高校が 23 人、支援学校が 2 人、私立高校が

23 人、舞鶴工専に１人、通信制に１人となっています。栗田

中は卒業生 12 人で、全員が公立高校に進学となっています。

橋立中学校の宮津市生徒は卒業生 29 人で全員が進学です。公

立高校が 23 人、私立高校が 5 人、通信制に１人です。小学校

では府立中学校に１人、私立中学校に１人が進学します。 

(2)「宮津の新しい教育の創造」のあゆみについて  

 〇平成 28 年度、宮津市教育大綱・（第１期）教育振興基本計画

を策定し、「宮津の新しい教育の創造」に取り組んできました。

（資料３） 

 〇これまでのあゆみをもとに、令和８年度は「宮津の新しい教

育の創造 version3.0 『探究の時代』」ということで、第３

スタージは、「未来を創る力の育成」に取り組んでいきたいと

思います。 

２ 令和８年度に向けて 

〇これまでのあゆみをもとに、令和８年度は「宮津の新しい教育

の創造 version3.0 『探究の時代』」ということで、第３ス

タージは、「未来を創る力の育成」に取り組んでいきたいと思

います。 



 

 

山本教育長 

 

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

 

 

 

 

尾﨑委員 

 

 

 

 

 

 

 

藤井委員 

 

 

 

 

 

 

林委員 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 〇異年齢での放課後探究スクール、 Q-port 事業をスタートし

ます。 

３ その他 

〇令和８年度当初宮津市校園長会議   4/15 

〇丹後地区教育委員会連合会総会    5/26 

〇京都府市町村教育委員会連合会総会  5/29 

  

海洋高校と日置小学校の卒業式に参列しました。海洋高校は、就

職が 38 人、進学が 32 人うち国公立大学に５人とお聞きしました。

生徒は４割が中丹以北だそうです。式は、ピリッとした厳かな雰囲

気で、しっかりと進められていました。日置小学校では、少人数で

すが、在校生が大きな声でしっかりとことばかけや歌を歌い、全校

児童が見守る中、温かさが感じられる式でした。  

 

宮津天橋高校と吉津小学校の卒業式、宮津幼稚園の卒園式に参列

しました。宮津天橋高校は、吹奏楽部の演奏がとても印象的でいい

なぁと思いました。吉津小学校では、地域での子どもたちの活動の

展示もあり、地域との一体性が感じられるグッとくる式でした、宮

津幼稚園では、 10 人中５人が卒園ということでさみしさはありま

したが、保護者の方は「子どもは宮津の宝です」という言葉があり、

本当に大切に育てていただいたという成長を感じられる式でした。 

 

栗田中学校と宮津小学校の卒業式、栗田幼稚園の卒園式に参列し

ました。黒田中学校では、栗田という地域性なのか、子どもたちは

のびのびと成長している印象があり、あたたかい雰囲気ながら立派

な卒業式でした。宮津小学校では、愛情を持って育てていることが

感じられました。栗田幼稚園でも、伸び伸びと育っていると感じら

れる式でした。  

 

宮津中学校と栗田小学校の卒業式に参列しました。宮津中学校で

は、ブラスバンド部の生演奏で、場が引き締まる印象でした。よか

ったです。保護者にとっても感動的な式だったようで、我が子だけ

でなく、地域の子どもたちを見守る様子がよく伝わりました。栗田

小学校では、13 人の卒業生と在校生全員がよくまとまり、それぞ

れの役割をしっかりと果たしている印象でした。卒業式の参列は、

私自身、とてもよい経験だと感じました。ありがとうございました。 

 

府中小学校の卒業式に参列しました。 12 人の卒業生でした。旧

養老小学校との再編から２年となりますが、入場には、ピアノ演奏

で養老小学校の校歌を使い、養老、日ケ谷、府中の地域が一体とな

った府中小学校の式だと感じました。  

 

宮津小学校の袴の話は、前から課題であると感じます。貸衣装で

もお金がかかりますし、府中小学校は全員橋立中学校の制服で参加

でしたので、何とかならないものかと思います。  

  

 保護者のお考えもあるでしょうし、難しい問題だと思います。  

 

みなさん、大変お世話になりました。ありがとうございました。 



 

 

山本教育長 

 

 

 

河合学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 

 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

山本教育長 

 

 

 

河合学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 

  

■６議事 

それでは、議事に移ります。  

議第 11 号「宮津市学校給食費徴収条例施行規則の一部改正につ

いて」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第２号の規定に基づ

き、委員会の議決を求めるものです。  

２月の定例会において、食材の高騰が続く中、給食の質を維持し、

安全で安心な給食を維持するため、学校給食費（年額）を改正する

宮津市学校給食費徴収条例の一部改正について、議決いただいたと

ころです。 

本施行規則では、第５条で１食あたりの単価を、第７条で月額を

示したものになります。なお、附則において、保護者負担は、小学

校は無償、中学校、幼稚園は、条例同様に、令和４年度の額を据え

置くこととしています。  

以上、誠に簡単ではございますが、議第 11 号の提案説明としま

す。可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

ないようですので、それでは、議第 11 号「宮津市学校給食費徴

収条例施行規則の一部改正について」は承認することとしてご異議

ありませんか。  

 

 異議なし 

 

議第 11 号「宮津市学校給食費徴収条例施行規則の一部改正につ

いて」は可決いただきました。  

 

次に、議第 12 号「宮津市立学校における学校運営協議会の設置

等に関する規則の一部改正について」を議題といたします。事務局

から説明をお願いします。  

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第２号の規定に基づ

き、委員会の議決を求めるものです。  

平成 31 年に学校運営協議会を立ち上げ、設置に関する規則を制

定しています。第６条（委員の身分及び報酬）について、地方公務

員法第３条第３項第３号に規定する非常勤の特別職としているも

のを、第２号に規定する非常勤の特別職に改める。また、第 12 条

（基本的な方針）について、給特法の改正に伴い、第４号を追記す

るものです。 

以上、誠に簡単ではございますが、議第 12 号の提案説明としま

す。可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

ないようですので、それでは、議第 12 号「宮津市立学校におけ

る学校運営協議会の設置等に関する規則の一部改正について」は承



 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

山本教育長 

 

 

河合学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 

 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

山本教育長 

 

 

河森文化財保護担当課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 

認することとしてご異議ありませんか。  

 

 異議なし 

 

議第 12 号「宮津市立学校における学校運営協議会の設置等に関

する規則の一部改正について」は可決いただきました。  

 

次に、議第 13 号「宮津市立学校使用条例施行規則の一部改正に

ついて」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第２号の規定に基づ

き、委員会の議決を求めるものです。  

昨年８月の定例会において、宮津市立学校使用条例の改正につい

ては、全庁的な使用料の増額改定について、ご審議いただいたもの

です。そうした中、本規則で、減免について、教育委員会や子ども

の指導に使用する場合、10/10 の減免としたところです。また、「公

益のため」や「学校関係団体その他の公共的団体」について、他の

条例、規則等にならい必要な文言整理を行っています。  

以上、誠に簡単ではございますが、議第 13 号の提案説明としま

す。可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

ないようですので、それでは、議第 13 号「宮津市立学校使用料

条例施行規則の一部改正について」は承認することとしてご異議あ

りませんか。 

 

 異議なし 

 

議第 13 号「宮津市立学校使用料条例施行規則の一部改正につい

て」は可決いただきました。  

 

次に、議第 14 号「宮津市文化財保護審議会委員の委嘱について」

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第７号の規定に基づ

き、委員会の議決を求めるものです。  

３月 31 日をもって任期が満了する文化財保護審査会委員につい

て、４月１日付け、６名は再任。また、栗田地域の永濱敏之さん、

自然分野に明るい東山憲行さん、上宮津地域の井笹孝昭さん、橋北

地域、また動植物分野に明るい徳本英明さんを新しくお願いしたい

と考えます。任期は令和 10 年３月 31 日までの２年間です。  

以上、誠に簡単ではございますが、議第 14 号の提案説明としま

す。可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

ないようですので、それでは、議第 14 号「宮津市文化財保護審

議会委員の委嘱について」は承認することとしてご異議ありません



 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

山本教育長 

 

 

 

河合学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 

 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

山本教育長 

 

 

河合学校教育課長  

吉岡社会教育課長  

河森文化財保護担当課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

 

 異議なし 

 

議第 14 号「宮津市文化財保護審議会委員の委嘱について」は原

案のとおり可決いただきました。  

 

次に、議第 15 号「宮津市教育委員会事務局及び教育機関職員の

任免について」を議題といたします。事務局から説明をお願いしま

す。 

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第４号の規定に基づ

き、委員会の承認を求めるものです。  

資料において、教育委員会事務局からの転出、転入の異動、教育

委員会事務局内の昇格等異動について記載しています。  

 

（資料により説明）  

 

以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。

可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

ないようですので、議第 15 号「宮津市教育委員会事務局及び教

育機関職員の任免について」は承認することとしてご異議ありませ

んか。 

 

異議なし 

 

議第 15 号「宮津市教育委員会事務局及び教育機関職員の任免に

ついて」は可決いただきました  

 

次に、議第 16 号「令和８年度宮津市教育の重点について」を議

題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第１号の規定により、

委員会の議決を求めるものです。  

重点の策定については、令和８年３月に策定した『宮津市教育大

綱・第３期教育振興基本計画』をもとに、令和８年度に、①社会教

育・人権教育、②学校教育、③文化・スポーツ、④文化財保存・活

用の４つの視点で取り組む具体の事業です。  

 

（改正点等を説明）  

 

令和８年度にこれらの事業にしっかり取り組むことで、「宮津の

新しい教育の創造」を進めます。  

以上、議第 16 号「令和８年度宮津市の教育の重点」に係る説明

とします。可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 



山本教育長 

 

山本教育長 

 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

山本教育長 

 

 

大見総括指導主事  

 

 

 

 

 

井上学校教育課参事  

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

 

 

山本教育長 

 

 

 

森本学校教育課参事  

 

 

 

 

 

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

ないようですので、議第 16 号「令和８年度宮津市の教育の重点」

について原案のとおり承認することとしてご異議ありませんか。  

 

異議なし 

 

議第 16 号「令和８年度宮津市の教育の重点」は可決いただきま

した。 

 

次に、議第 17 号「宮津市学力向上プランについて」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。  

 

キャッチフレーズとして、「宮津の新しい教育の創造 version3.0

『探究の時代』」として、幼稚園、小中学校全教職員が共有し、「心

豊かで生きがいのある人生を創造する学びの推進」「明日の宮津を

作り上げる人間性豊かな子どもの育成」「豊かな歴史文化の継承・

活用」といった３つの柱で進めていきます。  

 

第３期教育振興基本計画にのっとり、「未来を創る力の育成」に

向かって子どもたちも先生方も「自ら考え判断して、学び続けてい

く力」「自分が思い描く未来を実現していく挑戦力」「多様な人たち

と協働して新たな価値を生み出す創造力」を柱として、 GALAPAGOS

研修やコミュニケーション教育、みやづ Q-port 事業などを充実さ

せ、進めていくこととしています。  

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

それでは、議第 17 号「宮津市学力向上プランについて」は承認

することとしてご異議ありませんか。  

 

異議なし 

 

議第 17 号「宮津市学力向上プランについて」は可決いただきま

した。 

分かりやすい資料をつくってもらったので、全校の教職員に伝わ

るよう進めていきたいですね。  

 

次に、議第 18 号「宮津市立学校の教育職員の勤務時間の上限に

関する方針について」を議題とします。事務局から説明をお願いし

ます。 

 

これまで、教員がやりがいや意欲を持って、能力を最大限発揮

できるよう勤務環境の整備を行ってまいりました。学校の働き

やすさと働きがいの両立が、子どもたちへの教育の質の向上や

学校全体の教育効果の向上につながると考え、進めてまいりま

した。 

今後につきましては、昨年６月に改正されました、公立の義務

教育の教職員の給与等に関する法律いわゆる給特法の改正に基



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

山本教育長 

 

 

 

出席委員 

 

山本教育長 

 

 

 

 

山本教育長 

 

 

 

 

河合学校教育課長  

吉岡社会教育課長  

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

山本教育長 

 

づきまして、教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画

の策定が義務化されました。これは、教育委員会が、教職員の働

き方改革を推進し、健康を守るために策定し取り組む計画とな

っています。策定することを国が義務化する背景には、子どもた

ちにとって質の高い教育の実現のためには、教職員が教職員に

しかできない業務に集中できるようにするメッセージだと思っ

ています。 

給特法の改正によりまして、調整額の引き上げ、管理職の給料

表の加算額の増額等がされています。今後におきましても、調整

額の引き上げは段階に行われることとされ、令和 12 年度までに、

10％へ引き上げるとされています。  

これらの国の動きを注視しながら、教職員の任命権者であり

ます京都府教育委員会とも連携しまして、宮津市教育委員会と

して「宮津市立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針に

ついて」に基づき、取り組んでいきたいと思っております。  

以上、説明とさせていただきます。  

 

ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

留意事項に書かれていることが、大変重要なところだと思いま

す。 

 

ほかにないようですので、それでは、議第 18 号「宮津市立学校

の教育職員の勤務時間の上限に関する方針について」は承認するこ

ととしてご異議ありませんか。  

 

異議なし 

 

議第 18 号「宮津市立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する

方針について」は可決いただきました。 

 

続きまして、報告に入りたいと思います。  

■７報告 

報告第 1 号「専決処分の報告について」、「委員会及び学校その他

の教育機関の職員（府費負担教職員を除く。）で、臨時的任用及び

会計年度任用職員の任免について」事務局より説明をお願いしま

す。 

 

教育委員会基本規則第 16 条第２項第１号の規定に基づいて行っ

た専決処分について報告するもので、令和 8 年４月１日付けで任

用する会計年度任用職員について、一覧のとおり報告とさせていた

だきます。 

 

（資料により説明）  

 

ただ今の説明に関して、質問等ありましたらお願いします。  

 

次に、報告第 2 号「専決処分の承認を求めることについて」事務

局より説明をお願いします。  



 

河合学校教育課長  

 

 

 

 

山本教育長 

 

出席委員 

 

 

 

 

 

山本教育長 

 

教育委員会基本規則第 16 条第３項の規定に基づいて行った専決

処分について報告するものです。  

就学援助の申請について、２月から電子申請ができるよう必要な

規則の改正を行ったものです。  

 

ただ今の説明に関して、質問等ありましたらお願いします。  

 

なし 

 

■８その他 

◆次回教育委員会日程  

○定例会 ４月 27 日（月）午前９時～  

  

他になければ、第５回宮津市教育委員会定例会を閉会します。  

ありがとうございました。  

 

 

  

－閉会： 10：45－ 

 

 


